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２　傍聴者　　０名

３　日程　　１．開会
２．町長挨拶
３．教育長挨拶
４．会議録署名人の指名　（町長・教育長）
５．議題
①「四万十町の教育等の振興に関する施策の大綱」について
　　　　　　６．情報共有・意見交換
　　　　　　　①部活動の地域移行について
　　　　　　　②小中学校の適正配置の進捗状況について
　　　　　　　③県立高校の再編について
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議　事　（進行役：総務課長）
	総務課長
	それでは議題に入ります。「四万十町の教育等の振興に関する施策の大綱」について事務局から説明をお願いします。

	長森課長
	　まず、大綱および教育振興計画の位置づけについてご説明します。大綱は、地方公共団体の長が国の教育振興基本計画の基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ策定をしています。教育振興基本計画については、教育基本法第17条第一項において、地方公共団体には策定の努力義務が課されています。教育振興基本計画を定めている場合、計画の目標や方針が大綱に該当すると考えられるため、地方公共団体の長が総合教育会議において協議し、当該計画をもって大綱に代える判断をした場合は、別途大綱を策定する必要はありません。
　続きまして、第２期教育振興基本計画の内容について概要版をもとにご説明します。基本理念を「たくましく人間性豊かな人づくり」ということで、10年間を通じて目指すべき教育の姿の実現に向けて施策を実行していきます。計画の期間としては、令和6年度から令和15年度の10年間として、施策や基本事業の目標は5年を目処に見直すこととしています。
　それでは、今回の計画の背景となる現在の教育課程で学ぶ子供達が社会を牽引する世代となる2040年以降に想定される社会情勢について説明いたします。
まず、本町においても2045年以降には高齢化率が50%以上となり、地域文化の継続的な活動にも影響することが想定されています。
また、国内の外国人増加により外国人と接する機会が今より日常的になるため、多様な価値観への理解と、地域社会の発展や課題解決する資質能力が求められるようになります。
さらに、デジタル技術の進歩が一層加速し、労働需要の変化にも適用できる人材の育成が必要になります。
また、現代はVUCAの時代とも言われており、さらに将来の予測が困難な時代になると想定されます。
最後に、人生100年時代ということで、１人１人が学ぶ時期や進路が複線化され、転職はより活発になることが想定されます。
以上から、前計画の基本理念としていた、「たくましく人間性豊かな人づくり」は、今後想定される社会においても変わらないものであり、より重要であると考えられます。引き続き今回の計画でも基本理念は「たくましく人間性豊かな人づくり」としています。
また、目指すべき人間像についてですが、前計画は文書の中で記述していましたが、本計画は一つの項目として掲げるよう変更をしています。この基本理念と目指すべき人間像を実現するための４つの基本方針についてですが、まず基本方針１として、「自分の良さや可能性を認識し、持続可能な社会の創り手となる人づくり」を掲げています。
次に、基本方針２として「多様性を尊重し、協働して豊かな地域な社会の創り手となる人づくり」を掲げています。
そして、基本方針３として「生涯学習を通じた心身ともに豊かな人づくり」、基本方針４として「子どもが健やかに成長できる子育て支援の推進・環境づくり」を掲げています。
この４つの基本方針を実現するための施策と基本事業ですが、施策１では学校教育の充実を掲げています。施策２では生涯学習の推進と文化芸術スポーツの振興、施策３の子育ての支援では、就学前保育や幼児教育の充実などを通して、基本方針の実現を目指すこととしています。
以上が四万十町の教育等の振興に関する施策の大綱の説明となります。

	総務課長
	ありがとうございました。教育振興基本計画にある施策や基本事業は５年目に見直すことができますが、現状、教育委員会としては変更することはないという考え方ですか？大綱との関係があるので確認します。

	教育次長
	基本的には５年で見直す方針ですが、社会的な状況が極端に変わればその都度改定も必要になると思います。

	総務課長
	　今一度、令和５年９月５日の総合教育会議でご説明いただいた時から、変更点があればご説明いただきたいです。

	教育次長
	　基本理念については前計画と一緒で、目指すべき人間像は前計画から大きな流れは変わっていません。今回は４つの基本方針と施策を３つに変更したので、文章的な流れは変わっていますが内容は大きく変わっていません。

	総務課長
	　次長からありましたように、社会情勢的に大きな動きがあれば計画の修正もあるという点も踏まえ、ご意見を委員さんからお聞きしたいと思います。

	横山委員
	ある程度中身は把握できたんじゃないかと思います。今後のことになりますが、国も県も今年の1月頃に、さんSUN高知で大綱がこういう風になりましたというのをやっていました。四万十町の教育振興基本計画にも、すごくいいことが書かれていると思います。こういったものを、教職員に対しては説明したりする場がありますが、町民に対しても周知をして欲しいかなと思います。みんなにも理解してもらうということがすごく大事じゃないかなと思います。

	谷口委員
	　町民に対する意識づけという意味において、教育振興基本計画も一般公開して周知してもらうことは、子育て世代あるいは大人になった世代に対して、教育に対する関心度が高い人低い人いると思いますが、何かしら変化するということが起こるかもしれません。
学校、職員、職場においてもそうですが、やっぱり共通意識を持ち共有するということが最も大事だと思います。学校だけの共有ではなくて、学校で共有したことも教育委員会に共有してもらうことで、結果として総合的に解決ができると思います。検討ができるという場が非常に大切だと思うので、みんなに周知してもらえればと思います。

	野中委員
	色々と正直難しかったりはするんですが、子育てをしている一保護者として、町としてもこういった教育に対する計画をしてくれてるいることは、親目線からしてもすごくありがたいです。やっぱり今の子はナイーブになりがちというか、勉強面だけでなく色々な面にマイナスに考えやすいのかなと、子育てをしていても感じます。色々な面で考えてくれているのはすごくありがたいなと思います。

	西谷委員
	　私も内容的には難しい部分もあったんですが、横山委員と谷口委員が言ったように、この素晴らしい計画をもっと多くの方に知っていただく機会を持つとか、学校でのことも、学校を離れた地域の人にも開示していく、共通意識を持つことで、色々な意見がもらえるようになると思います。狭い中でのことにならないよう、みんなのこととして広げていくことがすごく大事じゃないかなと思いました。

	総務課長
	　ありがとうございました。今いただいた意見を踏まえて、町長から何かありませんか。

	町長
	　自分が気になるのは、やっぱり今の子供の問題です。問題の多い子が増えてきている気がします。それについて、本町の課題として重点的に整理していく必要性はないのかなと思いました。

	長森課長
	　子供達の発達に関してですが、子供の数は少なくなっているのに、課題を抱えた子供は多くなっています。そういうことも踏まえ、施策１の学校教育の充実の中では、確かな学力の中の個別支援教育の充実ということで対応しています。ただ、それが子供の課題だけではなく、子供の頃から課題を抱えてきた子が親になり、子供も同じように課題を抱えていく例もあります。そういった課題には、施策３の子育て支援の子供を育てやすい環境づくりで対応していけるよう整理しています。

	教育次長
	計画の中で対応できる項目で言うと、学校教育の充実の中の基本事業の1の2、人権教育、道徳教育の推進、いじめ防止対策なども対応する施策だと思います。
それから、地域で連携していくということで、家庭の中での教育支援も一つの方法になるのかなと思っています。
また、施策２の生涯学習の中の基本事業2の5、青少年の健全育成にも力を入れる必要があると思います。問題行動については統一の方策がなかなかないので、複合的に取り組みながら解消に努めていくことになると思います。

	横山委員
	問題行動の話が出たんですが、自分が心配しているのは、問題とまではいかないかもしれませんが、授業の中での子供の様子や行動です。
今、国はギガスクール構想ということで、第２期で新たな予算を文科省に要求して、クラウド環境を良くし、基盤を整備していくということがあります。
県でも四万十町でもICT教育が盛んに行われていると思います。タブレット教育の時代に、町の色々な努力でできていると思うんですが、四万十町は特別活動の授業を作って、授業に取り組む姿勢や、子供の学習を充実させる取り組みもしています。　　　　
最近のフィンランドの例で言うと、日本よりも10年くらい前にデジタル教育が進んでいて、子供達がタブレットを使い少人数で学習する方法で、総合的な教育レベルでは世界トップクラスの国でした。それがだんだんと学力が落ちてきて、原因を研究してみたところ、授業中に液晶画面を見る時間が長く、子供たちが授業に集中していないという結果がありました。
もちろん、デジタル教育はすごく大事だと思います。僕も全然否定する訳ではなく、個別最適とかって今言いますが、タブレットの使い方がフィンランドはちょっとずれてたんじゃないかと思います。また、先生達の指導方針や、使い方が間違っていたことが原因だという報告がされていたりもするようです。子供たちが授業に集中できなくならないような学校の取り組みといいますか、子供達が主体的に取り組む学びも大事だと思います。そういったことにならないよう、タブレットを使うのであれば、どこでどういったことに使うのか、長時間使うわけではなく、最適な使い方をする研究を、多分、町でも今やっていると思うので、授業に集中できなくならないような、デジタル教材の使い方をしてほしいと思います。

	町長
	タブレット端末の活用状況や悪影響、良い点などをまた時間があれば現場の方から教えていただきたいと思います。

	教育長
	教科によりますが、タブレットをしっかり使う場面は使う、使わない時にはアナログで板書も必要ですし、そこはハイブリッドな形で学校にはやっていただいています。ここのところ自治体にはタブレットをどんどん活用していってほしいと言われています。進んでいるところと進んでないところの差もありますが、四万十町では指導者側、学習者側双方が効率的な効果的な活用に向けてまだまだ実践中です。

	教育長
	　前回は国の基本項目をそのまま参酌・参考に策定しましたが、今回は少し幅広い意見もお聞きし、教育委員会の意見も聞いて、策定委員会のもと策定しています。
ぜひ、教育行政ではなく教育振興の大綱としていただき、また広報周知に努めたいと思います。

	総務課長
　　　
	　議題に戻り最終的な採決を行います。四万十町の教育等の振興に関する施策の大綱に、第２期四万十町教育振興基本計画を見なすということでご異議ございませんか？
（委員一同）異議なしの声。

	総務課長
	　ありがとうございました。
続きまして情報共有、意見交換となります。部活動の地域移行について説明をお願いします。

	横山係長
	　まず、部活動の地域移行が進んでいる経緯について説明させていただきます。
文部科学省で、少子化が進む中、生涯に渡り子供達がスポーツや文化、芸術活動に継続して親しむ機会を確保していきましょうというという流れがあります。
特に、大都市圏以外の都道府県や中山間地域の小規模校においては部活動を選びたくても選べない状況にあります。そういう状況も鑑み、中学校で行っている部活動を地域に出していき、地域が一体となってスポーツや文化芸術活動に親しむ組織を作っていくため部活動の地域移行が進んでいます。　
また、部活動の顧問をしている先生方の専門的な技術指導の確保、中学校の先生方の働き方改革を目指すことも目的に、現在文科省が推進をしています。
これはまだ確定的な情報ではないですが、令和14年度から平日でも地域移行していったらどうかという案がスポーツ庁から提案されたと、先日の新聞報道でも掲載されています。将来的には平日休日に関わらず中学校の部活を地域が担っていくことが見込まれています。
四万十町の状況ですが、生徒数の減少に伴い部活動数もしくは種目数も減少傾向にあり、大正中学校・十川中学校では選択できる種目が少ない、もしくは種目選択ができない状況です。小規模校では、単独チームとして出場することも難しくなっており、他の中学校を含めた合同チームで大会に出場している現状もあります。現在、合同チームとして大会出場している部活は４部活あり、窪川中学校のソフトボール部と野球部、大正中学校のソフトボール部、十川中学校の野球部です。ただし、この秋から窪川中学校のサッカー部も合同チームになっています。
部活動の専門技術を持っている教員がいない場合、外部の人に指導をしていただける部活動指導員という制度があり、現在、窪川中学校で５名、大正中学校で２名雇用していますが、それだけでは指導員さんも生計が成り立たないので、人材の確保や指導の質の確保が課題になっています。
　中学校の部活を外部に出していくとなると、人材や受け皿の確保で費用負担が発生することが予想され、その保護者負担をどうするのかも課題となっています。受け皿となる団体も少なく、四万十町のスポーツクラブでも基本は水泳指導のみで、他に手が回っていない状況です。
それだけでなく、新しい種目をやりたい子供達の希望についても考えなければならないと思います。なかなか町内では叶えられない部分がありますが、今はオンラインという便利なツールがあります。生徒にはタブレットを１人1台提供しているので、それらを活用した、遠隔地の団体や競技に参加できる措置を作ることも、選択肢を増やす手立てになるのではと考えています。
最後に、地域のクラブもしくは部活動指導員が地域で子供達のスポーツ活動を支えていくとなると、指導者やそれを支える人材が必要になります。やはり社員数の多い農協や役場、森林組合といった団体と協議を行い、社員や職員が指導できる環境を整えていくことが今後必要になってくると思います。
課題が色々ありますが、国の動向を見据え、目標年度を設定し段階的に行っていくことが必要だと思います。

	総務課長
	　ありがとうございました。質問やご意見がある方はお願いします。

	谷口委員
	　まずは、例えば大正中学校と十川中学校のソフトボール部などの単独でできないチームが、単独でチームを組めることになって、単独チームを作ったとします。その後、人数が少なくなった時に、今までの中体連の考え方ですと再度学校と合同チームを組むことが、その年度内では不可能で、来年度から可能ではなかったかと思います。詳しいことは種目によって違うと思うので、これからまた調べていくということで、その部分はどうなりますか。

	横山係長
	中体連に各種目の部会があり、それによって若干考え方が変わるので確認が必要ですが、ソフトボールで言いますと、大正中が単独になる場合には窪川中学校は別の学校と合同チームを組むことになると思います。そうなった時に、大正のソフトボール部の人数が少なくなったので、また窪川中と組みたくても、窪川中がもう別の中学校と組んでいた場合は、多分組めないと思います。もしくは３校でチームを組む話になります。　

	谷口委員
	　以前は規制が厳しかったと聞いたので、世の中が少子化になっている現状を鑑みた場合は、中体連も考え方を緩和してもらうよう要求はしないといけないと思います。

	横山係長
	　だいぶ緩和してきている感じはありますが、硬い部分は非常に硬いような状況です。
　例えば、合同チームは支部を超えてチーム編成ができないので、高吾地区の学校としか合同チームを組めません。十川中学校の場合、一番近い西土佐中学校に野球部があり、人数的にはそこと組めば１チーム作れますが、支部が違うので合同チームとして大会に出場する事ができません。支部境にある中学校の部分について、ある程度緩和できるよう中体連には今お願いはしています。

	谷口委員
	　支部同士のことであっても、子供達のためを考えたら近くでチームを作る方が何かと便利ですし、何かと経済的なこともあります。そこらへんはやっぱり変わる余地があると思います。いつまでも中体連の考え方を通すようでは世の中にマッチしていないので、それは改善してもらいたいです。
それと、例えば部活動が地域移行になった場合、中体連の組織そのものはどうなるんでしょうか。

	横山係長
	　残る可能性が強いと思います。中体連主催の大会が現にあるので、地域クラブとして認めていく場合でもそのまま残っている可能性はあり得ると思います。ただ、何10年後かに全ての中学校の部活がなくなり地域クラブになれば、中体連がなくなる可能性はあります。そうなると大会運営や大会主催をするのはどこなのかという疑問が残ると思うので、また上部組織で協議があるのではないかと思います。

	総務課長
	　他にはございませんか。

	教育長
	現在、全国的にも地域移行ではなく地域展開、地域連携という言葉に変わってきています。土日において色々な文化活動やダンス、料理クラブに地域が関わっている分野があります。平日はスポーツ、土日は文化活動の茶道や美術をする場が欲しいという子供の声のアンケートもとっているようです。そういう多様な選択を広げる取り組みも参考にしながら、本町ではどういう体制、環境づくりがいいのか考える必要があります。
逆に、熊本市は地域移行をせず学校同士で部活を統合し、拠点校へ仕事を終わらせた先生が向かうようにしています。　　
一番は子供の声、意見を拾い上げ、そういう場が作れるのか、指導者が競技志向で指導できるのか、スポーツまたは音楽もしかりで、何がいいかを他の事例も参考にご意見もお聞きしながら進めていきたいと思います。

	谷口委員
	北海道はなかったということか。

	横山係長
	　北海道の安平町は、地域団体、地域クラブ、地域のチームにもう全部移行しています。ただ、そこに対しての費用負担は全くしておらず、今ある団体を自立して盛り上げていけるよう支援していき、そこに移行した形にしています。

	総務課長
	　他にご意見ありませんか。

	横山委員
	　部活動の地域移行はすごく難しくて、全国的にもやっぱり足踏み状態だと思います。８月２５日に部活動改革シンポジウムがありましたよね。今後また協議をして、町の考え方とか方針とか、それをどういった形態にするかとか、徐々にやっていって、第二弾第三弾と町民に理解してもらうような取り組みが今後必要じゃないかなと思います。
この間の会合では色々な意見も出ましたが、やっぱりよかったと思います。全国的な調査でも認知度っていうのは43%ぐらいで、半分以上の人はまだ学校の部活動がどんな風になるかわかってないかと思います。やっぱりその都度、会合をするなり説明する場がいるんじゃないかなと思います。今の時点では部活動指導員の充実は手始めだと思います。
部活動指導員登録のエントリーシートが配られたと思いますが、どれぐらいの方が提出したか把握していたら教えてもらいたいです。
それから、高校は地域移行する考えがないそうですが、中学校にとったら弊害があるのかも教えてほしいと思います。　　
それから、部活動を学校から子供に話をしていくと、子供たちがいろんな競技をやりたいとか希望が出ると思います。例えば、オリンピック種目になったスケートボードとかですね。昔は大正もローラースケートが流行って、そういう場所を作りました。それからeスポーツですね。このあたりの考え方も、まとめておいて考えておかないといけないと思います。
なかなかどういう風な取り組みをしたらいいかが分かりにくいので、学校単独で行うか地域で行うかの形態、それから文化芸術団体とか、どんな団体があるのかということもまとめて図を作ったら、また今後説明する際により分かりやすいと思います。

	総務課長
	　ひとまず質問は、指導員の関係と高校の部活動の中学校への影響という２点で構いませんか。

	横山係長
	　指導員の方で言いますと、この間のシンポジウムには40数名の方に来ていただき、エントリーシートをお配りして１名の方がエントリーしていただいています。
今の指導員さんは、学校からの推薦や地域推薦を受け雇用しているという状況です。
高校の部活動の地域移行については、まだ文科省の方向性が出ていません。まずは中学校を前提に進んでいる状況かなと思っています。

	町長
	　外部指導者には基本的に報酬を払うんですか。

	横山係長
	今は、町の会計年度任用職員になっていただいて、時給でお支払いしている状況です。

	町長
	例えば、ボランティアで雇える人がいた時はどういうやり方になりますか。

	横山係長
	外部指導者になる場合、ボランティアでもできないことはありませんが、怪我をした場合の制度保障はしっかりしておきたいです。継続的に指導していただける方は、できる限り外部指導者になっていただいた方がいいかなと思います。

	総務課長
	町として次の一手をどうするか、まずは、教育委員会の方で、原案を考えていただくことになるとは思いますが、子供の可能性を伸ばすことと、子供達の欲しいもの全て揃えること、両者は予算の関係もありバランスや優先順位を今後決めていく必要があると思います。様々ご意見がまだあろうかと思いますが、一旦休憩を挟みます。
それでは再開させていただきます。続きまして小中学校の適正配置の進捗状況について説明をお願いします。

	横山係長
	　小中学校の適正配置計画については、令和元年度に策定し、令和３年度に運用方針を一部見直ししています。
令和元年度の策定では、令和６年度末で再編対象校を統合しますという形にしていました。ですが、新型コロナウイルスの拡大により保護者や地域と協議する機会が設けられなかったため、令和７年度以降に変更しています。
もう一点、町が強制的に統合する形ではなく、統合するにあたって保護者の同意や地域の理解を得て進めていく形にしています。
　今後についてですが、第２期の計画の年度設定はしていませんので、今後も保護者と地域の理解を得て統合を進めていきたいと思っています。ただし、仁井田小学校と影野小学校、七里小学校と米奥小学校、北ノ川小学校の保護者さんに対しては、令和13年度ぐらいに全校児童が20名を切ってくる状況での学校運営がどうなのか、推計値等も情報提供させていただきながら意見交換をする場を設けていきたいと考えています。
また、適正配置には関わりませんが、適正計画の対象校の改修をどうするのかもネックになっています。蛍光灯と水銀灯が生産中止になっている状況で、学校の体育館はほぼすべて水銀灯なので、そちらも関連して課題になっています。

	総務課長
	ありがとうございました。この件は定例の委員会でも話はされていると思いますが、ご意見があればお願いします。

	横山委員
	北ノ川の小学校からの意見要望書について教育委員会でも説明を受けたと思いますが、12月19日に行った話し合いの状況はどうですか。

	横山係長
	PTAとしては、やはり小学校は残していきたいという意見が多く、地域の方も、地域の活性化になり地域に人を呼び込むような活動を進行していきたいという意見が多かったです。

	総務課長
	　次の項目の県立高校再編について説明をお願いします。

	中井さん
	　生徒数がどんどん減少していく中で、今後、県と国と地元の市町村でアクションプランを作成し、生徒数の確保に向けた計画を今年度末までに策定し、それに沿って取り組みをしていただきたいという話がありました。こちらについては、現在の学校運営協議会等で協議をしているところで、その流れで作れるかなというところです。
　学校存続に関して、前回は入学者20名を二年か三年連続で切った場合には統廃合となっておりました。ですが、今回のあり方委員会は20名を切った場合は市町村等と協議をするということになっています。
また、現状の窪川高校と四万十高校のある場所が適正であると判断をされているようなので、すぐ統廃合ということにはなりませんが、窪川高校でも入学者20名という年が今後出てきます。四万十高校におきましては、ずっと減り続けるというところです。ここら辺をどうやって努力目標に近づけていくか、それに対して市町村の支援もいただきたいと県から言われています。
あと、窪川高校で言うと特色というところで、八番目にDXハイスクールの採択校ということがあります。これは県の中山間地域で唯一というところです。こちらを前面に出して、また、四万十高校におきまして、地域みらい留学という取り組みをやっております。県外生の受け入れに関しては人数のキャパの問題もありますので、毎年十人の受け入れは厳しいところはありますが、継続して県外からの生徒募集は行っていきたいと考えています。

	教育長
	　これまでの再編振興計画では二年連続20名を切ったら統合の検討をするということでしたが、それを乗り切りました。
県の要望としては、社会性を育むためには一定の規模が高等学校の教育環境について必要ということで、窪川高校は41人以上、四万十高校は25人以上の目標を持った入学者数確保してほしいということです。そして、令和7、８，９の３年間の取り組みをもって、令和10年の4月の入学者数を検証し、後期計画への反映を県は考えています。
　これだけの少子化の中、地元からの入学率50%を目標にも立てていますが、現状では難しい状況です。環境面については、四万十高校だけでなく、窪川高校にも町外県外から来ていただくようにするには下宿のみならず生徒寮も必要です。　
このまま行くと、両校で人数が減り、統合をしようにも人数が減って寂しくなります。教育委員会ではなく、町全体で高校の今後のあり方、将来に向けてさらに議論を深めないといけません。

	町長
	就任させていただき、高校存続に向け取り組んできましたが、結果として今年の生まれた子供たちが15年先に生徒になった時には、本当に少なくなる予測がされています。高校を残すために県外生徒をたくさん入れるということも確かに手としてあるかもしれません。ですが、地元にいたいという子供のためにそんなことするべきだろうか思っていましたので、あまり県外生徒を入れるという考え方は今のところ持ってないです。
今後再編ということで、新しい寮をどうするかという話も出ていましたが、今の数ある校舎や寄宿舎、寮を利用して、可能な範囲内の取り組みをするしかないと思います。その辺を頭の隅に置きながら、今後の存続また再編に向けた動きをしていたらと思います。
県の情報を聞き取りながら、高校存続または再編について慎重に取り組んでいきたいと思います。また色々な情報を共有させていただき、ご意見もいただきながら町としてしてやるべきことはしっかりやっていきたいと思っています。

	総務課長
	　何かご意見があればお願いします。

	横山委員
	　2026年から六年間でその高校の定員を1000人～1200人ほど減らすという方針が出ていますが、数年経ったら窪川高校、四万十高校も定員削減の渦に飲まれる危機が訪れると思います。やっぱりそのあたりの第一策を十分に考えていないといけないと思います。
かつては四万十高校が四十人を切るので、地域がすごく盛り上がって、制服を変えるとか、いろんな対策をやりました。今現在でも町やから色々支援はあったんですが、30年ぐらい前は今以上に危機感があって、分校になって窪川高校に吸収されるようなこともあって、地域がすごく動いていました。今は地域が動く状況にもなりづらいといいますか、それだけ厳しい状況だと思います。
５年前くらいに町長から県外生を受け入れるという話があった時に、中学校が一万校あるんですが、そこへ願書とかを配ったらどうかとか突拍子もないことを言って笑われたりもしました。ホームページも、他の高校と比べて見劣りしないようにするとか、高校のレベルをもっと上げるにはどうしたらいいか提案させてもらったんですが、今は難しい状況です。　
生徒数が少なくなって、地元の高校から2人しか入学できなかったということが連携校からもあって、すごく今心配な状況にあると思います。
かつて自分が現場にいるときは、四万十高校の校長先生とかはすごく足を運んでくれたんです。中学校の方から出向かないといけないところをわざわざ来てもらって、教育課程の話やふるさと教育や環境教育の話から、子供の進路や、地元の方針、学校の取り組みのいいところなど、色々話したりしました。三年生の担任の先生も、進路をするうえで、そういうことも念頭に置きつつ、もちろん四万十高校以外の高校にも来てもらって説明はするんですが、高知の学校はすごくいい取り組みをしているなとか、活動もたくさんしているんだなと考える生徒もいます。ですが、地元の高校の良さを伝える機会や熱心さというのが今はどうなのかなと思います。今はなかなか取り組みしたから好転するという状況は見出せないと思いますが、やれることは全てやらないといけないと思います。

	西谷委員
	　私もこの間窪川高校の文化祭に町立図書館さんの手伝いで行って来たんですが、すごいたくさんの人でした。色々な保育園の子供から小学生、中学生がたくさん来ていて、すごい盛り上がりようでした。
私も子供が窪川高校に行ったわけでもなく、部活をしたい気持ちがあったこともあって、須崎高校に入学しましたが、窪川高校は熱心な先生も多いし、子供さんも行ってみたら楽しいと思います。部活とかは選択肢が少ないかもしれないですが、PRの仕方で子供にも伝わる魅力がもっとあると思います。親御さんも、お金がかからない地元の高校に行ってもらえるのが一番だと思うので、中学生への窪川高校のPRをして、楽しさや進学、就職率を知って、窪川高校は安心だということが分かってもらえたらと思います。地元の高校に行かせたい気持ちはみんな強いと思うので、そのあたり重要かなと思って話を聞いたことでした。

	横山委員
	　これは五年ぐらい前に、他県の高校より聞いたことですが、そこは中高一貫の学校なんですが、四万十高校や高知県の統廃合の基準が20人ということにびっくりしていたんです。30人とか40人を切ったら、もう高校じゃないですし、魅力はない学校がいつまでも高知県ってあるんですねと厳しいことを言われました。
それから、四万十高校には現在通常の入試があることを説明したら、それはおかしいですねという話もされました。自分も入試がなくて、環境教育などの取り組みを発表して、面接で合否を決められたんですが、やっぱり学力が足りなければ落とすということは、当たり前のことだとは思います。以前は面接で合否を決めたんですが、入試が復活したことは、改善できないものなんでしょうか。

	教育長
	　その入試制度については今も検討していて、今B日程まではありますが、この仕組み自体も検討しています。中高連携の入試は簡素化できるものは簡素化してると思います。

	町長
	　これまで11年間高校存続を進めてきて、やっぱり町外へ行く家庭からは、なんで地元高校だけだという意見も正直あります。存続をしていかないといけない理由を明確に伝えていくとなると、本来は地元の子供達が残ってもらえるような学校にしないといけないと思います。
　今までやってきた中で、通学費など不公平感があるとは指摘されているので、地元高校の存続が必要な理由を改めて説明しないといけないと思ってます。

	総務課長
	　それでは、3つ目の県立高校の再編については以上とさせていただきます。４番その他に移りますが、特に事務局の方からはありません。委員の皆さんからは何かありませんか。

	委員全員
	特にありません。　

	総務課長
	それでは以上をもちまして、本日の議事事項を全て終了させていただきます。最後に、町長から一言お願いします。

	町長
	会の終わりにあたりましてご挨拶を申し上げたいと思います。どうしても子供が減っていくという時代の中で、やはり教育行政の推進には大きな課題が出てくると思います。ぜひこういった総合教育会議の中で情報共有させていただきながら、我々執行部の役割、そして教育委員会での役割をしっかり明確にし、子供たちの健やかの成長につなげていきたいと思っております。引き続きよろしくお願い申し上げたいと思います。本日は大変お疲れ様でございました。
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